
船舶インシデント調査報告書 

令和元年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年５月２６日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 岡山県水島港内 

 水島港西１号防波堤灯台から真方位０２６°１,４３０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２８.８′ 東経１３３°４４.４′） 

インシデントの概要  貨物船卯月
う づ き

は、着桟中、主機の運転ができなくなり、運航不能とな

った。 

インシデント調査の経過 平成３０年７月６日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 卯月、１９９トン 

 １３４７８５、株式会社マリナーズ、明港汽船株式会社（船舶借

入） 

ディーゼル機関、４サイクル、出力７３５ｋＷ、回転数毎分 

３５０、６気筒、ボア２７０mm、使用燃料Ａ重油、平成７年９月機

関製造 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

機関長、四級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風速 ２m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか１人が乗り組み、着桟中、機関長が、

主機を始動させたところ、大きな音及び振動を認め、冷却清水系統か

ら大量の冷却清水が漏えい
．．

して主機の運転ができず、運航不能となっ

た。 

機関修理業者は、本インシデント後、船首側から順に番号が付され

た主機の５番シリンダヘッド排気煙道部に硫酸腐食による破孔を生じ

て冷却水部とつながっていたほか、４番シリンダヘッドにも同様の腐

食が認められ、４番シリンダ内及びクランク室内に多量の冷却清水が

混入しているのを認めた。 

主機は、日頃から主機の始動前及び停止後に行う空気運転（インジ

ケーターバルブを開放し、機関の作動状況の確認、シリンダ内の冷却

水漏洩の有無の確認、残留ガスの排気等を行う試運転）が行われてい

なかった。 

分析  本船は、着桟中、主機を始動した際、主機の５番シリンダヘッド 

排気煙道部に残留排気ガスによる硫酸腐食によって破孔を生じたこと



から、冷却清水が同破孔から同シリンダ内を経由して排気集合管から

４番シリンダ内に浸入し、主機の運転ができなくなり、運航不能とな

ったものと考えられる。 

 冷却清水管系統の破損は、主機の始動時に発生したウォーターハン

マによるものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、着桟中、主機を始動した際、主機の 

５番シリンダヘッド排気煙道部に残留排気ガスによる硫酸腐食によっ

て破孔を生じたため、冷却清水が４番シリンダ内に浸入し、主機の運

転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

主機の始動前及び停止後には、空気運転を行うこと。 

 


